
  

事業所税申告書等の記入例 

 
 

   【設例】 

 株式会社Ａは資本金８，０００万円，３月末日決算の法人で，事業年度末日の事業所床面積，

従業者数及び事業年度中に支払われた従業者給与総額は以下のとおりです。 

 

   （1）中京本店（所在地：京都市中京区○○町 1 番地） 

ア 事業所床面積 

複合商業施設プラザ中京の一区画を株式会社Ｂ不動産から賃借し，事業活動を行って 

います。株式会社Ａのほか，株式会社Ｃ，Ｄの事業所も下表のとおり入居しています。 

なお，株式会社Ｃは，株式会社Ａの特殊関係者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     イ 従 業 者 数  ５０人（うち高齢者１０人） 

※ 株式会社Ｃの従業者数２０人（うち高齢者，障害者５人） 

ウ 従業者給与総額   ８４，５６９，４５１円（うち高齢者 １２，２３５，９０７円） 

   （2）山科工場（所在地：京都市山科区○○町２番地） 

     ア 事業所床面積  １５３．９１㎡（うち１００㎡が公害防止施設[＝特例]に該当） 

     イ 従 業 者 数  ２０人 

     ウ 従業者給与総額  １８，００６，０００円 

   （3）伏見工場（所在地：京都市伏見区○○町３番地） 

     ア 事業所床面積  １３０．５０㎡（うち５０㎡は１０月２０日に倉庫を同一敷地内に新設） 

     イ 従 業 者 数  ２０人   

     ウ  従業者給与総額  １５，４３０，８７２円 

   （4）下京支店（所在地：京都市下京区○○町４番地） 

     ア 事業所床面積  ９０．３５㎡（８月５日に新設） 

     イ 従 業 者 数  １５人 

     ウ 従業者給与総額  １３，８２１，４０５円 

   （5）西京支店（所在地：京都市西京区○○町５番地） 

     ア 事業所床面積  １００．１９㎡（１２月１０日に廃止／事業年度末日は０㎡） 

     イ 従 業 者 数  １０人（廃止日現在／事業年度末日は０人） 

     ウ 従業者給与総額  ９，５８２，１０１円 

      ※ 事業所は事業年度の末日現在には存在せず，従業者は支店廃止日において全員退職 

       しています。 

 

ビ ル 名 

プラザ中京 

（延べ専用床面積１，０００㎡，延べ共用床面積４００㎡（うち

２００㎡は消防１／２非課税の対象）） 

ビル所有者 ㈱Ｂ不動産（所在地：京都市左京区○○町２番地） 

テ ナ ン ト ㈱Ａ ㈱Ｃ ㈱Ｄ 計 

専用床面積
（非課税の 

適用） 

５００㎡ 
（うち食堂として

５０㎡を使用） 

２５０㎡ 
（うち休憩室として

６０㎡を使用） 
２５０㎡ １，０００㎡ 

課 税 対 象 

共用床面積 
１５０㎡ ７５㎡ ７５㎡ ３００㎡ 



  

 ⑴ 免税点の判定 

  申告の対象となる事業年度末日の現況を基準に判定を行います。 

  ○ 資産割 

   事業年度末日において，事業活動を行っている事業所（みなし共同事業に該当する事業者の事業所

も含みます。）の面積の合計から，各事業所の非課税床面積を合計したものを差し引いて計算します。 

        ＜事業所床面積＞   ＜非課税＞ 

中京本店    ６５０．００㎡ － ５０．００㎡ ＝ ６００．００㎡ 

山科工場    １５３．９１㎡ －  ０．００㎡ ＝ １５３．９１㎡ 

伏見工場    １３０．５０㎡ －  ０．００㎡ ＝ １３０．５０㎡ 

下京支店     ９０．３５㎡ －  ０．００㎡ ＝  ９０．３５㎡ 

西京支店          （廃止）       ＝   ０．００㎡  

㈱Ｃ中京営業所 ３２５．００㎡－  ６０．００㎡ ＝ ２６５．００㎡（みなし共同事業） 

 合 計                      １，２３９．７６㎡（ ＞ １，０００㎡） 

免税点の１,０００㎡を超えるため，課税されます。 

（課税標準の特例に該当する施設の床面積は，免税点の判定に含みます。） 

  ○ 従業者割 

   事業年度末日において，事業活動を行っている事業所（みなし共同事業に該当する事業者の事業

所も含みます。）の従業者数の合計から，各事業所の非課税となる従業者数を合計したものを差し

引いて計算します。 

  （１０５人－１０人） ＋（２０人－ ５人） ＝ １１０人（ ＞ １００人） 

 

             ㈱Ａ          ㈱Ｃ 

免税点の１００人を超えるため，課税されます。 

 

⑵ 課税標準及び税額の計算 

  ○ 資産割 

       ＜事業所床面積＞ ＜非課税＞  ＜特例控除＞     ＜月割＞ ＜課税標準＞ 

中京本店 （650.00 ㎡  － 50.00 ㎡  －   0.00 ㎡）     × 12／12 ＝ 600.00㎡ 

山科工場 （153.91 ㎡  －  0.00 ㎡  － 100.00 ㎡×3／4） × 12／12 ＝ 78.91㎡ 

伏見工場 （130.50 ㎡  －  0.00 ㎡  －  0.00 ㎡）     × 12／12 ＝ 130.50㎡ 

下京支店 （ 90.35 ㎡  －  0.00 ㎡  －  0.00 ㎡）     × 7／12 ＝ 52.70㎡ 

西京支店 （100.19 ㎡  －  0.00 ㎡  －  0.00 ㎡）     × 9／12 ＝  75.14㎡ 

 合 計                                                                 937.25 ㎡ 

  → 資産割額  ９３７.２５㎡ × ６００円 ＝ ５６２,３５０円 

  ○ 従業者割 

   ８４，５６９，４５１円[中京]＋１８，００６，０００円[山科]＋１５，４３０，８７２円[伏見] 

     ＋１３，８２１，４０５円[下京]＋９，５８２，１０１円[西京]＝１４１，４０９，８２９円 

                                     （従業者給与総額） 

 

 

     ＜従業者給与総額＞      ＜非課税＞          ＜課税標準＞ 

   １４１，４０９，８２９円 － １２,２３５,９０７円  ＝  １２９,１７３,９２２円 

    → 従業者割額 １２９,１７３,０００円（千円未満切捨て) × ０.２５／１００ 

                         ＝ ３２２,９３２円（一円未満切捨て） 

 

          ＜資産割額＞   ＜従業者割額＞   ＜事業所税額＞ 

 ○ 事業所税額 ５６２,３５０円 ＋ ３２２,９３２円 ＝ ８８５,２００円（百円未満切捨て） 

 

 ※ 免税点以下の申告の場合，資産割は申告書の⑨欄まで，従業者割は申告書の⑮欄まで，それぞれ記入

し，必要となる申告書類を添付して提出してください。 

控除率の計算に注意

してください。 

小数点第三位

以下切捨て 

廃止された事業所についても，事業年度中に

支払われた給与は計算に含みます。 



  

事業年度開始年月日から終了

年月日（個人は課税期間）を  

必ず記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一敷地内の新設（廃止）

は拡張（縮小）なので月

割はしません。 

⑤  事業所ごと

の 特 例 控 除 床 

面積を合算して 

記入します。 

⑧ 対象の事業所のそれ

ぞれの月割した床面積の

合計を記入します。 

 

申告内容について，直接応

答する方の氏名，電話番号

を記入してください。 

 

期末現在における資本金

の額又は出資金の額を 

記入します。（千円単位） 

 

期末若しくは事業所の廃止日現在の

従業者数を記入します。 

 

 

⑩と⑯の合算後に 100 円 

未満を切り捨ててください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ウ ：非課税給与総額がある 

場合には，必ず期末若しくは

事業所の廃止日現在の人数

○イを記入します。 

種別ごとに，対象床面積

に控除割合を乗じて 

得た控除床面積を合算

して記入します。 

非課税項目は種別ごとに 

記入します。 

非課税項目は事業所ごとに

記入します。 

特例の項目は種別ごとに 

記入します。 

特例の項目は事業所ごとに 

記入します。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共用計算】 

④（課税共用床総面積）  

400 ㎡－200㎡／2＝300 ㎡ 

⑥（㈱Ａ共用床面積） 

300㎡×500㎡／1000㎡＝150㎡ 

 

共用の非課税は，この⑦欄

に記入します。 

○ウ ：１／２を乗じた後

の面積を記入します。 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共用計算】 

別表Ⅳ④（課税共用床総面積）  

400 ㎡－200㎡／2＝300 ㎡ 

②（㈱Ｃ共用床面積） 

300㎡×250㎡／1000㎡＝75㎡ 

京都市への事業所税の申告手続については，電子申告を御利用いただけます。   

また，事業所等の新設・廃止の届出や減免の申請も行えます。 

ｅＬＴＡＸの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については， 

ｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。 

 

ｅＬＴＡＸホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 

 

 

なお，ｅＬＴＡＸご利用に際して、ご不明な点等がございましたら， 

ｅＬＴＡＸホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。 

 

ｅＬＴＡＸホームページの「よくあるご質問」：https://eltax.custhelp.com/ 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
https://eltax.custhelp.com/
https://eltax.custhelp.com/


  

  ＜申告書と別表Ⅰ，Ⅳとの対応関係【申告書－Ⅰ 事業所等明細書－Ⅳ 共用部分の計算書】＞ 

 

 

 

 

 

  

① 

通
年
事
業
所
床
面
積 

㋒ 

⑫ 

従
業
者
給
与
総
額 

○オ 

○イ 

課
税
共
用
床
面
積 

⑥ 

⑧ 【月割計算】㋒ 

（下京） 90.35 ㎡×7／12 月＝52.70 ㎡ 

（西京）100.19 ㎡×9／12 月＝75.14 ㎡ 

（月割合計）52.70 ㎡＋75.14 ㎡＝127.84 ㎡ 

 

 

○ア 

専
用
床
面
積 

② 

② 

月
割
事
業
所
床
面
積 

㋒ 

⑦
○オ 

非
課
税
共
用
床
面
積 

③ 



  

  

＜申告書と別表Ⅱ等との対応関係【申告書－Ⅱ 非課税明細書－高齢者・障害者等給与支払明細書】＞ 

 

 

 

 

 

 

⑬ 

非
課
税
給
与
総
額 

㋒ 

 

③ 

通
年
非
課
税
床
面
積 

㋐ 



  

 

＜申告書と別表Ⅲの対応関係【申告書－Ⅲ 課税標準の特例明細書】＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

通
年
特
例
控
除
床
面
積 

㋒ 


